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会 長  玉 巻 弘 光  

 

 

農地情報公開システムの整備事業に係るオンライン結合による保有個

人情報の提供について（答申） 

 

 

平成 28 年６月 17 日付けで意見を求められた、標記事務における厚木市個人情報保

護条例（以下「条例」という。）第 12 条第１項の規定に基づく個人情報のオンライン

結合による提供については、６月 28 日開催の審査会での審議の結果、条例に照らし

適当なものと認めましたので答申します。 

なお、本事業の実施に当たっては、使用権限設定を行うなど農地情報公開システム

で取り扱う情報のセキュリティ対策に万全を期すとともに、従事する職員等に十分な

指導や研修を実施し、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう要望します。 


